
「 が ん 」 の 保 障 　 　 ≪ 生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ ａ ｙ ｓ （ デ イ ズ ） ≫

保 険 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は １ ０ 年 更 新 ） 　 　 　 契 約 年 齢 ： ０ 歳 ～ ８ ０ 歳 、                       　 　 　  生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ Ａ Ｙ Ｓ （ ﾃ ﾞ ｲ ｽ ﾞ ） 　 ス タ ン ダ ー ド プ ラ ン

ス タ ン ダ ー ド プ ラ ン 　 　 　 入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 の 場 合 ◆ 月 払 保 険 料 （ 団 体 取 扱 ）

初 め て 診 断 確 定 さ れ た と き が ん の 場 合 一 時 金 と し て 　 １ ０ ０ 万 円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 診 断 給 付 金 上 皮 内 新 生 物 の 場 合 一 時 金 と し て 　 　 １ ０ 万 円 ３ ５ 歳 ４ ５ 歳 ５ ５ 歳 ６ ５ 歳

入 院 し た と き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 入 院 給 付 金 １ 日 つ き １ ０ ， ０ ０ ０ 円 男 性 ３ ， ６ ５ ６ 円 ５ ， ６ ０ ８ 円 ９ ， ３ ６ ０ 円 １ ５ ， １ ９ ０ 円

通 院 し た と き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通 院 給 付 金 １ 日 つ き １ ０ ， ０ ０ ０ 円 女 性 ３ ， ７ ３ ４ 円 ５ ， ２ ７ ４ 円 ６ ， ８ ６ ４ 円   ９ ， ０ ４ ８ 円

手 術 し た と き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 手 術 治 療 給 付 金 １ 回 に つ き ２ ０ 万 円

放 射 線 治 療 を 受 け た と き 　  　 放 射 線 治 療 給 付 金 １ 回 に つ き ２ ０ 万 円

抗 が ん 剤 治 療 を 受 け た と き
抗 が ん 剤 治 療 を 受 け た 月 ご と に
１ カ 月 １ ０ 万 円 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 抗 が ん 剤 治 療 給 付
金

乳 が ん ・ 前 立 腺 が ん の ホ ル モ ン 療 法 の と き
１ カ 月 　 ５ 万 円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ レ ミ ア サ ポ ー ト

◎ 詳 し く は 、 パ ン フ レ ッ ト （ 契 約 概 要 ） を ご 覧 く だ さ い 。

入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 　 定 額 タ イ プ 保 険 料
払 込 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は 1 0 年 更 新 ）

訪 問 面 談 サ ー ビ ス と 専 門 医 紹 介
（ こ の サ ー ビ ス は 、 株 式 会 社 　 法 研 が 提 供 す る サ ー ビ ス で す ）

＜ 募 集 代 理 店 ＞
ア ベ ニ ー ル 株 式 会 社

T E L ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 1 0 　 F A X ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 2 2

〒 1 0 5 - 0 0 0 4  東 京 都 港 区 新 橋 5 - 1 5 - 5 交 通 ビ ル 3 F

＜ 引 受 保 険 会 社 ＞  ア フ ラ ッ ク 　 東 京 第 三 法 人 営 業 部

〒 1 6 3 - 0 4 5 6

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 2 - 1 - 1 　 新 宿 三 井 ビ ル

当 社 保 険 に 関 す る お 問 い 合 わ せ ・ 各 種 お 手 続 き
コ ー ル セ ン タ ー 　 0 1 2 0 - 5 5 5 5 - 9 5

( 2 0 1 1 年 4 月 1 日 現 在 ）

（ す べ て の 保 険 期 間
を 通 じ 通 算 ６ ０ ０ 万 円
ま で ）

＜ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 ＞ の 更 新 後 の 保 険 料 は 更 新 時 の 年 齢 ・

保 険 料 率 に よ っ て 決 ま り ま す 。

A F 0 0 7 - 2 0 1 1 - 0 1 8 6 　 4 月 2 5 日

（ 上 皮 内 新 生 物 は 対 象 外 ）

新
幹
線
地
本
は
、
12
春
闘
を
組
合

員
一
人
ひ
と
り
が
中
心
と
な
る
「
私

た
ち
の
春
闘
」
と
位
置
づ
け
、
春
闘

勝
利
と
組
織
拡
大
を
目
指
し
て
職
場

と
地
域
か
ら
要
求
実
現
を
め
ざ
し
た
。

3
月
12
日
の
一
日
行
動
で
は
、
４

０
０
名
を
超
え
る
組
合
員
が
参
加
し
、

東
京
地
区
、
静
岡
地
区
、
大
阪
地
区

で
朝
の
駅
頭
宣
伝
、
職
場
前
宣
伝
,

系
統
別
や
職
種
別
の
交
流
会
、
春
闘

学
習
会
、
総
決
起
集
会
、
集
約
集
会

な
ど
、
各
地
区
で
創
意
工
夫
し
て
取

り
組
ま
れ
た
。
ま
た
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当

解
雇
闘
争
支
援
の
宣
伝
も
行
っ
た
。

静
岡
地
本
は
、
１
月
14
日
に
支
部
・

分
会
の
代
表
と
職
協
議
長
に
よ
る
議

論
と
意
思
統
一
か
ら
12
春
闘
が
は
じ

ま
っ
た
。
地
本
は
、
全
体
集
会
・
執

行
委
員
会
を
開
催
し
、
意
見
集
約
を

行
っ
て
き
た
。

３
月
２
日
の
統
一
行
動
日
に
は
、

朝
か
ら
夕
方
に
か
け
て
各
支
部
を
中

心
に
駅
頭
ビ
ラ
配
り
、
18
時
よ
り
地

本
で
春
闘
学
習
会
を
開
催
し
、
Ｊ
Ａ

Ｌ
原
告
団
の
報
告
も
受
け
た
。

職
場
三
大
要
求
運
動
は
、
例
年
通

り
ア
ン
ケ
ー
ト
・
全
体
集
会
な
ど
を

地
道
に
行
い
、
要
求
を
築
き
上
げ
た

分
会
が
あ
っ
た
。
職
場
に
国
労
組
合

員
が
一
人
の
た
め
、
運
動
が
難
し
い

箇
所
も
あ
っ
た
。
職
場
で
は
、
現
場

長
の
対
応
が
様
々
で
あ
り
、
意
見
を

一
応
聞
く
管
理
者
や
意
見
さ
え
聞
か

な
い
な
ど
で
あ
っ
た
。

名
古
屋
地
本
は
、
３
月
９
日
の
全

国
統
一
闘
争
で
名
古
屋
駅
・
豊
橋
駅
・

名
古
屋
工
場
前
に
朝
・
夕
の
５
回
、

の
べ
32
人
が
参
加
し
、
街
頭
宣
伝
を

行
っ
た
。
名
古
屋
駅
で
は
、
街
宣
車

か
ら
賃
上
げ
で
景
気
の
回
復
、
Ｊ
Ｒ

東
海
が
ば
く
大
な
内
部
留
保
を
蓄
え

る
一
方
で
駅
の
無
人
化
を
進
め
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

岐
阜
で
は
、
春
闘
共
闘
の
一
斉
行

動
日
に
あ
わ
せ
た
12
日
に
10
人
の
参

加
で
、
一
日
行
動
を
取
り
組
み
、
無

人
化
が
進
む
高
山
線
６
駅
で
８
０
０

枚
、
新
聞
折
り
込
み
を
３
駅
周
辺
で

１
１
０
０
枚
行
っ
た
。
地
元
で
は
、

「
落
石
に
よ
る
脱
線
事
故
が
あ
っ
た

際
、
地
元
で
は
消
防
団
や
住
民
で
炊

き
出
し
も
行
っ
て
復
旧
に
協
力
し
た
。

鉄
道
な
ど
公
共
交
通
は
地
元
の
協
力

も
あ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
」

「
今
回
は
特
急
列
車
が
停
車
す
る
駅

で
も
あ
り
納
得
い
か
な
い
」
と
い
う

声
が
出
さ
れ
た
。
Ｊ
Ｒ
東
海
の
鉄
道

会
社
と
し
て
の
姿
勢
を
改
め
る
こ
と

を
３
県
下
で
訴
え
た
行
動
と
な
っ
た
。

ジ
ェ
ｲ
ア
ー
ル
東
海
バ
ス
と
は
春

闘
要
求
に
基
づ
き
交
渉
中
で
あ
り
、

今
後
も
闘
い
を
進
め
る
。

２０１２年３月３０日（毎月15日、30日発行） 国労東海 ＮＯ３１５（１）

東海本部Ｅメールアドレス nru-tk-tky3@star.odn.ne.jp

国
労
東
海
国 鉄 労 働 組 合

東海エリア本部
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５
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５
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ビ
ル
４
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行
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任

者

渡

邉

良

成

編

集

責

任

者

細
木
義

孝

12
春
闘
で
国
労
は
、
要
求
の
獲
得
を
目
指
し
て
闘
っ
て
き
た
。
新
幹

線
地
本
、
静
岡
地
本
、
名
古
屋
地
本
の
春
闘
行
動
は
、
統
一
行
動
日
を

設
定
し
、
学
習
、
交
流
、
宣
伝
行
動
、
集
会
、
地
域
春
闘
行
動
な
ど
、

盛
た
く
さ
ん
の
も
の
で
あ
り
、
組
合
員
の
結
集
に
よ
り
成
功
さ
せ
た
。

こ
の
行
動
は
、
今
後
の
闘
い
に
継
承
・
発
展
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

要求獲得目指し、多くの組合員が結集

新
幹
線
地
本

静
岡
地
本

名
古
屋
地
本

＜12春闘・ＪＲ各社の回答＞ 3月26日現在

新大阪駅、早朝宣伝行動の参加者



２０１２年３月３０日（毎月15日、30日発行） 国労東海 ＮＯ３１５（２）

東海本部Ｅメールアドレス nru-tk-tky3@star.odn.ne.jp

高
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
案
は
、

65
歳
ま
で
の
希
望
者
全
員
の
継
続
雇

用
を
企
業
側
に
求
め
る
労
使
合
意
に

基
づ
い
て
企
業
が
再
雇
用
に
条
件
を

付
け
ら
れ
る
現
行
の
例
外
規
定
を
廃

止
す
る
こ
と
が
柱
。
ま
た
、
よ
り
長

く
働
く
こ
と
で
、
年
金
制
度
を
維
持

し
や
す
く
す
る
。
企
業
が
定
年
後
に

再
雇
用
す
る
人
を
限
定
で
き
る
現
在

の
仕
組
み
を
廃
止
す
る
が
、
年
金
支

給
開
始
年
齢
を
上
回
る
年
齢
の
人
は
、

年
金
収
入
が
あ
る
た
め
、
１
３
年
度

以
降
も
現
在
の
仕
組
み
を
適
用
す
る

規
定
も
盛
り
込
ん
だ
。

①

対
象
者
限
定
の
廃
止

制
度
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
を
、

事
業
主
が
労
使
協
定
で
定
め
る
基
準

に
よ
り
限
定
で
き
る
仕
組
み
の
廃
止
。

②

雇
用
さ
れ
る
企
業
範
囲
の
拡
大

継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る

高
年
齢
者
が
雇
用
さ
れ
る
企
業
の
範

囲
を
、
グ
ル
ー
プ
企
業
に
ま
で
拡
大

す
る
仕
組
み
を
設
け
る
。

③

義
務
違
反
企
業
の
公
表
規
定

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
義
務
に

関
す
る
勧
告
に
従
わ
な
い
企
業
名
を

公
表
す
る
規
定
を
設
け
る
。

④

対
象
者
を
65
歳
以
上
ま
で
拡
大

希
望
者
全
員
を
65
歳
ま
で
再
雇
用

す
る
こ
と
を
企
業
に
義
務
づ
け
る
こ

の
法
改
正
案
に
対
し
、
経
済
界
は
、

一
律
に
全
員
再
雇
用
を
義
務
づ
け
れ

ば
、
「
仕
事
に
手
を
抜
い
て
も
再
雇

用
さ
れ
る
と
い
う
雰
囲
気
が
広
が
り
、

社
員
の
士
気
が
低
下
し
か
ね
な
い
」
、

人
件
費
負
担
も
膨
ら
み
か
ね
な
い
、

若
年
者
の
雇
用
を
減
ら
す
な
ど
若
者

へ
の
し
わ
寄
せ
が
生
じ
る
、
と
反
発

し
、
改
正
は
必
要
な
い
と
の
姿
勢
。

東
海
本
部
は
、
組
合
員
の
要
求
に

基
づ
き
申
し
入
れ
を
行
い
、
交
渉
を

行
っ
て
き
た
。
今
後
は
、
国
会
で
の

決
定
、
法
律
改
正
な
ど
の
推
移
を
見

つ
つ
、
交
渉
を
更
に
進
め
、
要
求
前

進
に
向
け
、
年
内
解
決
を
め
ざ
す
。

２
０
１
３
年
問
題
で
国
会
審
議
入
り

３
月
９
日
、
政
府
は
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
案
を
閣
議
決
定

し
た
。
２
０
１
３
年
度
か
ら
２
５
年
度
に
か
け
て
段
階
的
に
65
歳
ま
で

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
年
金
も
収
入
も
な
い
人
が
出
る
こ
と
を
避
け

る
の
が
目
的
。
同
法
案
が
可
決
さ
れ
れ
ば
、
来
年
４
月
１
日
の
施
行
と

な
る
。
今
後
の
国
会
で
の
審
議
を
注
視
。

橋下大阪市長に抗議

国労本部は、３月22日「労使関係

に関する職員アンケート調査」など

大阪市政の一連の問題で、大阪府な

らびに大阪市職員の労働基本権にと

どまらず、広く労働者の権利、労使

関係の健全性に悪影響を与えかねず、

看過できないとの見解を発した。

東海本部は、３月27日、新幹線・

静岡・名古屋地本との連名による抗

議文を橋下市長に送付した。

この抗議以前に名古屋地本と静岡

地本は地方委員会を開催し委員会名

による抗議文を橋下市長に送付した。

3月29日、東京地方裁判所でＪＡＬ不当解

雇の運行乗務員76名が提訴した裁判の判決

が出された。

判決は、特定の運行乗務員を排除し、長

年にわたる差別的労務政策に目をふさぎ、

使用者（会社）に解雇に関する大幅な裁量

権（安易な整理解雇）を与えたもの。

76名の原告は、職場復帰を勝ち取る決意、
首切り自由を許さない社会、安全優先の真

のＪＡＬ再建をめざすことを表明した。3月

30日、同裁判所でＪＡＬ不当解雇の客室乗

務員72名の提訴した裁判判決も不当なもの

であった。明日、３月31日には、愛知県で

支援共闘会議が結成される。

ＪＡＬ不当解雇裁判
不当判決（3/29・30）

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
案

使
用
者
側
の
抵
抗

【
法
律
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

パ
ー
ト
労
働
者
へ
の
厚
生
年
金
・
健
康
保
険
の

適
用
拡
大
案
も
厚
労
省
・
部
会
で
審
議
入
り

3
月
13
日
、
政
府
・
与
党
は
、
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
短
時
間
労
働
者
に

対
す
る
厚
生
年
金
・
健
康
保
険
適
用

拡
大
の
具
体
案
の
骨
子
を
公
表
し
、

19
日
か
ら
厚
生
労
働
省
の
特
別
部
会

で
実
質
的
な
議
論
に
入
っ
た
。

現
行
で
「
週
30
時
間
以
上
勤
務
」

と
さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の

適
用
要
件
に
、
①
週
20
時
間
以
上
勤

務
、
②
月
額
賃
金
７
．
８
万
円
以
上
、

（
年
収
94
万
円
以
上
）
、
③
勤
務
期

間
１
年
以
上
、
④
学
生
は
適
用
除
外
、

⑤
対
象
の
勤
務
先
規
模
は
５
０
１
人

以
上
、
と
新
た
に
定
め
、
4
年
後
の

平
成
28
年
４
月
適
用
、
と
し
た
。

今
回
の
適
用
拡
大
に
よ
り
、
対
象

者
数
は
約
45
万
人
に
上
り
、
保
険
料

を
折
半
負
担
す
る
企
業
の
負
担
増
は

約
８
０
０
億
円
と
見
込
ま
れ
る
。

こ
の
案
を
め
ぐ
っ
て
は
、
適
用
拡

大
が
不
十
分
と
す
る
労
働
側
と
、
過

大
な
負
担
増
に
つ
な
が
る
と
す
る
経

営
側
の
反
対
意
見
が
示
さ
れ
て
お
り
、

今
後
の
議
論
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。


